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今
回
の
中
央
省
庁
等
改
革
の
柱
の
一

つ
に
、
独
立
行
政
法
人
制
度
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
国
が
行
う
政
策
の
企
画

立
案
機
能
と
実
施
機
能
を
分
離
し
、
そ

の
実
施
機
能
の
う
ち
一
定
の
も
の
に
つ

い
て
、
独
立
の
法
人
格
を
有
す
る
「
独

立
行
政
法
人
」
を
設
立
し
て
一
定
の
事

務
・
事
業
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

効
率
性
の
向
上
、
質
の
向
上
及
び
透
明

性
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

導
入
さ
れ
る
制
度
で
す
﹇
図
参
照
﹈。

独
立
行
政
法
人
は
、
自
律
的
・
弾
力

的
な
運
営
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
す
る
一

方
で
、
厳
し
い
事
後
評
価
と
見
直
し
を

行
い
、
ま
た
様
々
な
事
項
を
積
極
的
に

公
表
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
運
営
原
則
を
共
通
ル
ー
ル
法
で
あ
る

「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
」
に
お
い
て

定
め
て
い
ま
す
。

独
立
行
政
法
人
は
、
こ
れ
ま
で
の
公

的
な
法
人
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
中
期

目
標
、
中
期
計
画
に
よ
る
計
画
的
な
業

務
運
営
、
第
三
者
機
関
に
よ
る
業
績
評

価
、
積
極
的
な
情
報
の
公
表
な
ど
の
画

期
的
な
仕
組
み
を
い
く
つ
も
導
入
し
て

い
ま
す
。

実
際
に
多
く
の
独
立
行
政
法
人
の
運

営
が
ス
タ
ー
ト
す
る
の
は
平
成
十
三
年

四
月
以
降
で
す
が
、
こ
の
独
立
行
政
法

人
が
持
つ
メ
リ
ッ
ト
を
最
大
限
に
発
揮

す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
し
て
効

率
的
で
良
質
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
事
務
局
）
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Ⅳ
独
立
行
政
法
人
制
度
の
創
設�

今
回
、
従
来
の
国
の
組
織
と
は
異
な
っ
た
、
二
十
一
世
紀
型
の
よ
り
良
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
目
指
し
て
、

新
た
に
独
立
行
政
法
人
制
度
を
創
設
し
、
国
の
事
務
・
事
業
の
う
ち

一
定
の
も
の
を
国
と
は
独
立
し
た
法
人
に
行
わ
せ
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
新
し
く
創
設
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
制
度
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

法　　人　　名　�

独立行政法人一覧（設立法が既に定められている60法人）�

（注1）このほか、財務省造幣局及び印刷局（病院を含む）については、平成１５年度前半に、国立病院・療�
　　　 養所については、平成１６年度に独立行政法人に移行。�
（注2）「自動車検査独立行政法人」以外は、各名称の頭に「独立行政法人」を付する。�

移行時期�

平成13年4月�

平成15年4月�

平成14年4月�

平成14年度�
前半まで�

●内閣府　国立公文書館�
●総務省　通信総合研究所、消防研究所�
●財務省　酒類総合研究所�
●文部科学省　国立特殊教育総合研究所、大学入試センター、国立オリン
ピック記念青少年総合センター、国立女性教育会館、国立青年の家、国立
少年自然の家、国立国語研究所、国立科学博物館、物質・材料研究機構、防
災科学技術研究所、航空宇宙技術研究所、放射線医学総合研究所、国立美
術館、国立博物館、文化財研究所、教員研修センター�
●厚生労働省　国立健康・栄養研究所、産業安全研究所、産業医学総合研究所�
●農林水産省　農林水産消費技術センター、種苗管理センター、家畜改良セ
ンター、肥飼料検査所、農薬検査所、農業者大学校、林木育種センター、さ
け・ます資源管理センター、水産大学校、農業技術研究機構、農業生物資源
研究所、農業環境技術研究所、農業工学研究所、食品総合研究所、国際農林
水産業研究センター、森林総合研究所、水産総合研究センター�
●経済産業省　経済産業研究所、工業所有権総合情報館、日本貿易保険、
産業技術総合研究所、製品評価技術基盤機構�
●国土交通省　土木研究所、建築研究所、交通安全環境研究所、海上技術
安全研究所、港湾空港技術研究所、電子航法研究所、北海道開発土木研究
所、海技大学校、航海訓練所、海員学校、航空大学校�
●環境省　国立環境研究所�

【内閣府】　駐留軍等労働者労務管理機構�

【国土交通省】　自動車検査独立行政法人�

【総務省】　統計センター�
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特集
中央省庁等改革
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Ｑ
独
立
行
政
法
人
制
度
で
は
、
特
殊
法
人
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題

点
な
ど
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
で

す
か
。Ａ

独
立
行
政
法
人
は
、
現
在
国
が
直
接
行
っ
て
い
る
事
務
・
事
業
の

う
ち
一
定
の
も
の
に
つ
い
て
、
国
と
は
別
の
法
人
格
を
有
す
る
独

立
行
政
法
人
に
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
し
、
自
律
的
、
弾
力
的
な
運
営

を
行
わ
せ
る
こ
と
に
す
る
一
方
で
、
厳
し
い
事
後
評
価
と
見
直
し
を
行
い
、

業
務
の
効
率
性
、
質
の
向
上
や
透
明
性
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
ね
ら
い
と

す
る
も
の
で
す
。

一
方
、
こ
れ
ま
で
多
様
な
目
的
や
経
緯
に
応
じ
て
、
い
わ
ゆ
る
特
殊
法

人
と
呼
ば
れ
る
法
人
が
多
数
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
特
殊
法
人

に
つ
い
て
は
、
①
必
要
性
の
少
な
い
業
務
を
拡
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
②
経
営
内
容
が
不
透
明
な
の
で
は
な
い
か
、
③
責
任
体
制
が
不
明
確

な
の
で
は
な
い
か
、
④
運
営
が
非
効
率
で
硬
直
的
な
の
で
は
な
い
か
、
と

い
っ
た
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
独
立
行
政
法
人
制
度
に
つ
い
て
は
、「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
」

に
よ
り
、
事
後
評
価
な
ど
の
制
度
を
共
通
し
て
適
用
さ
れ
る
運
営
原
則
と

し
て
定
め
て
お
り
、
特
殊
法
人
の
問
題
点
を
解
消
す
る
こ
と
を
念
頭
に
つ

く
ら
れ
て
い
ま
す
。

独立行政法人になるとどう変わるか�

企業会計原則�

・財務諸表の作成、公表に
　より、財務内容の正確な
　把握が可能になります。�
・柔軟で弾力的な財務運営
　により経費の効率化が図
　られます。�

業績給与制�
　法人の実績、職員
の業績を反映する給
　�
職員のインセンティ
ブが向上します。�

自己責任�

・国から独立し、法人自らの創意工夫
　で仕事を計画的に行い、国民に良質
　な行政サービスを提供します。�
・定期的に第三者機関が業績を公正・
　客観的に評価します。�
・定期的に組織・業務運営の見直しを
　行い、国民のニーズに即応します。�

ディスクロージャー�
・広範囲な情報を積極的
　に国民に公表します。�
・インターネット等の積
　極的活用により情報へ
　のアクセスを容易にし
　ます。　�

・運営の改革と職員の意識の改革により、効
　率的・効果的に仕事を行います。�
・適正かつ効率的な業務運営と積極的な公表
　により、国民の税金を効率的に使用します。�

企画立案部門�

実　施� 部　門�独立行政法人化�

独立行政法人�

○○省�

与システムを導入し、�


	30p
	31p

